
「ＨＮＳ資機材要員配備証明書」発行料金表 
 

年間証明書料金(円) 
総トン数（G／T） 

本   体 税 込 額 

150G/T 以上300G/T 未満 215,000 225,750 

300G/T 以上500G/T 未満 258,000 270,900 

500G/T 以上750G/T 未満 301,000 316,050 

750G/T 以上1,000G/T 未満 322,500 338,625 

1,000G/T 以上3,000G/T 未満 365,500 383,775 

3,000G/T 以上5,000G/T 未満 387,000 406,350 

5,000G/T 以上10,000G/T 未満 451,500 474,075 

10,000G/T 以上15,000G/T 未満 494,500 519,225 

15,000G/T 以上20,000G/T 未満 602,000 632,100 

20,000 G/T 以上 623,500 654,675 

 

注１： 外国貿易船は消費税非課税である。 

注２： 限定年間証明書料金は、年間証明書料金の月割額とする。（限定年間証明書の場合は別途

センターまでお問合せください。 

注３： 証明書の発行手数料は、3,000 円(外税)とする。ただし、年間証明書及び限定年間証明書の

場合は免除する。 

注４： 売船等により、船舶所有者名など変更をする場合の変更手数料は、6,000 円（外税）とする。 

注５： 年間証明書及び限定年間証明書の有効期間開始日後に不慮の事故などで廃船等となった

場合は、センターが受領した証明書料金から同料金の一部を返戻金として払い戻すこととし、

その返戻手数料は、6,000 円(外税)とする。 

その返戻金の計算は、次のとおりとする。 

     【返戻金 ＝ 当該証明書料金－廃船等とした日を含む月までの月割額】 

   ※ 払い戻し手続きについては、廃船等の事実が発生後３ヶ月以内に所定の様式を使用して

行ってください。やむを得ない場合を除き、それ以上経過した場合の払い戻し手続きは実

施できません。 

注６： 限定年間証明書の有効期間を延長する場合は、月単位で延長を認めることとし、その延長

手数料は、6,000 円(外税)とする。 

 その料金(外税)は、次のとおりである。   

【延長料金 ＝ 年間証明書料金×延長月数／12】 

注７： 申込み締切日を越えて、緊急に証明書の発行を申込む場合、証明書料金のほかに徴収す

る追加料金(外税)は、「年間証明書」及び「限定年間証明書」にあっては当該料金の 10％とす

る。 

注 8： すでに発行した証明書を紛失した場合に再度証明書を発行する場合の再発行手数料は、

3,000 円(外税)とする。 

注9： 振込手数料は別途負担願います。 



(注)　上記表中の(　)書きは、証明書の発行手数料を含む額である。 （単位:円）

本体 税込額 本体 税込額 本体 税込額 本体 税込額 本体 税込額 本体 税込額

35,000 70,000 105,000 140,000 175,000 210,000

(38,000) (39,900) (73,000) (76,650) (108,000) (113,400) (143,000) (150,150) (178,000) (186,900) (213,000) (223,650)

43,000 86,000 129,000 172,000 215,000 258,000

(46,000) (48,300) (89,000) (93,450) (132,000) (138,600) (175,000) (183,750) (218,000) (228,900) (261,000) (274,050)

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

(53,000) (55,650) (103,000) (108,150) (153,000) (160,650) (203,000) (213,150) (253,000) (265,650) (303,000) (318,150)

53,000 106,000 159,000 212,000 265,000 318,000

(56,000) (58,800) (109,000) (114,450) (162,000) (170,100) (215,000) (225,750) (268,000) (281,400) (321,000) (337,050)

60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 360,000

(63,000) (66,150) (123,000) (129,150) (183,000) (192,150) (243,000) (255,150) (303,000) (318,150) (363,000) (381,150)

64,000 128,000 192,000 256,000 320,000 384,000

(67,000) (70,350) (131,000) (137,550) (195,000) (204,750) (259,000) (271,950) (323,000) (339,150) (387,000) (406,350)

75,000 150,000 225,000 300,000 375,000 450,000

(78,000) (81,900) (153,000) (160,650) (228,000) (239,400) (303,000) (318,150) (378,000) (396,900) (453,000) (475,650)

82,000 164,000 246,000 328,000 410,000 492,000

(85,000) (89,250) (167,000) (175,350) (249,000) (261,450) (331,000) (347,550) (413,000) (433,650) (495,000) (519,750)

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

(103,000) (108,150) (203,000) (213,150) (303,000) (318,150) (403,000) (423,150) (503,000) (528,150) (603,000) (633,150)

103,000 206,000 309,000 412,000 515,000 618,000

(106,000) (111,300) (209,000) (219,450) (312,000) (327,600) (415,000) (435,750) (518,000) (543,900) (621,000) (652,050)

注１： 外国貿易船は消費税非課税である。

注２： 証明書の発行手数料は、3,000円(外税)とする。

注３： 売船等により、船舶所有者名など変更をする場合の変更手数料は、6,000円（外税）とする。

注５： すでに発行した証明書を紛失した場合に再度証明書を発行する場合の再発行手数料は、3,000円(外税)とする。
注６： 振込手数料は別途負担願います。

1,000G/T以上3,000G/T未満

１０週間 １２週間
総トン数（G／T）

150G/T以上300G/T未満

２週間 ４週間 ６週間 ８週間

注４： 申込み締切日を越えて、緊急に証明書の発行を申込む場合、証明書料金のほかに徴収する追加料金(外税)は、「指定期間証明書」にあっては当該料金の50％
　　　とする。なお、４週間以上の指定期間証明書の追加料金は２週間のものと同じとする。

20,000 G/T以上

「ＨＮＳ資機材要員配備証明書（指定期間証明書）」発行料金表

3,000G/T以上5,000G/T未満

5,000G/T以上10,000G/T未満

10,000G/T以上15,000G/T未満

15,000G/T以上20,000G/T未満

300G/T以上500G/T未満

500G/T以上750G/T未満

750G/T以上1,000G/T未満


